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〇 盛岡市総合アリーナ（盛岡市総合アリーナ条例） 

ア アリーナの利用料金 

区分 
午前９時から午後

１時まで 

午後１時から午後

５時まで 

午後５時から午後

９時まで 

アマチュアスポ

ーツに利用する

場合 

全面利用 土曜日及び休日 20,200 円 21,400 円 22,800 円 

その他の日 15,200 円 16,400 円 17,800 円 

半面利用 土曜日及び休日 10,200 円 10,800 円 11,600 円 

その他の日 7,600 円 8,200 円 9,000 円 

３分の１面

利用 

土曜日及び休日 6,800 円 7,200 円 7,600 円 

その他の日 5,200 円 5,600 円 6,000 円 

集会，展示会，式典その他こ

れらに類する催しに利用する

場合 

土曜日及び休日 202,000 円 214,000 円 228,000 円 

その他の日 152,000 円 164,000 円 178,000 円 

音楽，芸能，スポーツ等の興

行に利用する場合 

土曜日及び休日 242,400 円 256,800 円 273,600 円 

その他の日 182,400 円 196,800 円 213,600 円 

備考 

１ 「休日」とは，日曜日，祝日法による休日，１月２日及び３日並びに 12 月 29 日，30 日及び 31

日をいう。 

２ ２以上の利用時間区分にわたって利用する場合の利用料の額は，当該利用に係る利用時間区分

の利用料の額を合算した額とする。 

３ 利用時間が利用時間区分の時間数に満たない場合の利用料の額は，その利用時間 30 分までごと

に，当該利用時間区分の利用料の額の時間割計算による額の５割に相当する額とする。 

４ 午前９時前又は午後９時後に利用する場合の利用料の額は，その利用時間 30 分までごとに，午

前９時前のときは午前９時から午後１時までの，午後９時後のときは午後５時から午後９時までの

利用時間区分の利用料の額の時間割計算による額の５割に相当する額とする。 

５ 入場料その他これに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもっ

て催しを行う場合の利用料の額は，この表により算定した額にその額の５割に相当する額を加算し

た額とする。 

６ 専ら準備又は撤去のために利用する場合の利用料の額は，この表により算定した額の５割に相

当する額とする。 

７ 機械又は器具を設置して電気を利用する場合（盛岡市総合アリーナ条例第８条第２項の附属の

設備を利用して電気を利用する場合を除く。）の利用料の額は，この表により算定した額に実費の範

囲内で市長が定める額を加算した額とする。 

８ 冷暖房を利用する場合は，規則で定める冷房料又は暖房料を徴収する。 

９ この表により算定した利用料の額に１円未満の端数があるときは，これを切り捨てるものとす

る。 
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イ 冷房料及び暖房料 

１時間までごとに 6,400 円 

 

ウ 附属の施設の利用料 

区分 単位 金額 

第１会議室 アマチュアスポーツに利用する場合 １時間までごとに 500 円 

その他の催しに利用する場合 １時間までごとに 1,000 円 

第２会議室 アマチュアスポーツに利用する場合 １時間までごとに 500 円 

その他の催しに利用する場合 １時間までごとに 1,000 円 

応接室 アマチュアスポーツに利用する場合 １時間までごとに 1,000 円 

その他の催しに利用する場合 １時間までごとに 2,000 円 

第１多目的室 アマチュアスポーツに利用する場合 １時間までごとに 500 円 

その他の催しに利用する場合 １時間までごとに 1,000 円 

第２多目的室 アマチュアスポーツに利用する場合 １時間までごとに 500 円 

その他の催しに利用する場合 １時間までごとに 1,000 円 

トレーニング室 普通利用 一般 １人１回につき 400 円 

高等学校生徒 １人１回につき 300 円 

小学校児童及び中学校生徒 １人１回につき 200 円 

回数利用 一般 １人６回につき 2,000 円 

高等学校生徒 １人６回につき 1,500 円 

小学校児童及び中学校生徒 １人６回につき 1,000 円 

第１選手控室 １時間までごとに 250 円 

第２選手控室 １時間までごとに 250 円 

第３選手控室 １時間までごとに 250 円 

第４選手控室 １時間までごとに 250 円 

浴室・サウナ室 １人１回につき 440 円 

シャワー室 １人１回につき 100 円 

ジョギングコース １人１回につき 100 円 
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エ 附属の設備の利用料 

区分 単位 金額 

舞台設備 舞台用幕 １枚 ４時間までごとに 550 円 

演台 １式 ４時間までごとに 330 円 

移動ステージ １台 ４時間までごとに 330 円 

司会者用演台 １卓 ４時間までごとに 110 円 

ステージライトバトン １列 ４時間までごとに 2,640 円 

道具用バトン １台 ４時間までごとに 550 円 

音響設備 メインスピーカー １式 ４時間までごとに 1,100 円 

フロアスピーカー １台 ４時間までごとに 550 円 

跳ね返りスピーカー １台 ４時間までごとに 330 円 

音響調整卓 １台 ４時間までごとに 1,100 円 

カセットデッキ １台 ４時間までごとに 330 円 

テープレコーダー １台 ４時間までごとに 330 円 

レコードプレーヤー １台 ４時間までごとに 330 円 

コンパクトディスクプレーヤー １台 ４時間までごとに 330 円 

マイクロホン １本 ４時間までごとに 440 円 

ワイヤレスマイクロホン １本 ４時間までごとに 550 円 

照明設備 センターシーリングスポットライト １列 ４時間までごとに 3,520 円 

フォロースポットライト １台 ４時間までごとに 1,650 円 

調光操作卓 １台 ４時間までごとに 1,100 円 

スポーツ設備 電光得点表示盤（壁掛型） １式 ４時間までごとに 2,000 円 

電光得点表示盤（移動型） １組 ４時間までごとに 800 円 

バスケットボール用ゴール １式 ４時間までごとに 1,000 円 

ハンドボール用ゴール １組 ４時間までごとに 300 円 

バレーボール用支柱・ネット １組 ４時間までごとに 200 円 

テニス用支柱・ネット １組 ４時間までごとに 200 円 

バドミントン用支柱・ネット １組 ４時間までごとに 200 円 

卓球台 １式 ４時間までごとに 200 円 

審判台 １台 ４時間までごとに 100 円 

得点板 １台 ４時間までごとに 100 円 

その他設備 ロッカー １台 １回につき 100 円 

長机 １脚 ４時間までごとに 110 円 

スタッキング椅子 １脚 ４時間までごとに 40 円 
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ロールバック 片面 ４時間までごとに 5,280 円 

 


